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９章 - 1 

第９章 開発許可における建築制限等（法第 37条・41条・42条） 

 

第１節 完了公告までの建築制限等（法第 37条） 

（建築制限等） 

法第37条 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第３項の公告があるまで

の間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各号の

一に該当するときは、この限りでない。 

一 当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築し、又は建設する

とき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき。 

二 第33条第１項第十四号に規定する同意をしていない者が、その権利の行使として建

築物を建築し、又は特定工作物を建設するとき。 
 
１ 目的 

開発行為が許可内容どおりに行われることを担保し、スプロールの弊害を防止しようとす

るもの。 

 

２ 適用対象 

開発許可を受けた土地における法第 36 条第３項の規定による工事完了公告までの間の次

のもの（法第 37条第一号、二号に該当するものを除く。）が制限を受ける。 

・ 建築物の建築 

・ 特定工作物の建設 

この節において、上記の制限を「建築制限等」という。 

なお、開発許可を受けた者に限らず、何人も建築制限等を受ける。 

 

３ 建築制限等の除外（法第 37条第一号・二号） 

建築制限等を受けないものは、次のいずれかである。 
 

⑴ 当該開発行為を行うための工事用仮設建築物等の建築又は建設 

【例】 

・ 工事用仮設現場事務所の建築 

・ 工事用仮設コンクリートプラントの建設 
 

⑵ 知事が支障がないと認めたとき（建築制限等の解除の承認（参照：４）） 
 

⑶ 開発区域内の土地等に権利を有している者でその開発行為に同意していない者（法

第 33 条第１項第十四号の同意をしていない者）が、自己の権利を有する土地に行う

建築物の建築又は特定工作物の建設（別途法第 29 条第１項又は第２項の許可が必要

な場合がある。） 
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４ 建築制限等の解除の承認（法第 37条第一号） 

 
都市計画法第37条に基づく建築制限解除の承認基準 

 
建築制限の解除は、開発行為に伴う関連として改修又は整備すべき公共公益施設等の

工事が、特に事情のある場合を除き、概ね完了している場合で、かつ、当該開発行為及

び建築行為に伴う災害を発生させることのないよう防災措置が講じられている場合で、

下記のいずれかに該当する場合でなければ承認しないものとする。 

なお、この場合において、当該開発区域又は工区の開発行為に関する検査済証を交付

するまでは、原則として当該建築物の使用を制限するものとする。 
 

記 
 
１ 当該建築物が、官公署、地区センターその他公益的施設で、開発行為の完了公告以

前に先行的に建築することが適当と認められるもの 

２ 当該建築物が、国又は府が助成する建築物で、先行的に建築することが公益的見地

から特に必要と認められるもの 

３ 自己の居住又は業務の目的に供する建築物を、開発工事に関連し、開発区域内に先

行的に建築する必要があるもの 

４ 収用対象事業の施行により既存建築物を除去し移転する場合で、当該事業の工事工

程上、先行して建築することが必要となったもの 

５ 当該建築物の基礎が擁壁を兼ねる場合、又は当該建築物が擁壁等に近接している場

合等、造成工事と建築工事を切り離して行うことが、工事工程上、技術的に困難又は

著しく不適当と認められるもの 
 

 
⑴ 知事が支障がないと認めたとき 

次のア及びイのいずれにも該当する場合に、建築制限等の解除を承認する。 

ア 開発工事の工程上や施工上やむを得ない場合 

イ 「都市計画法第 37条に基づく建築制限解除の承認基準」に該当する場合 

次の(ｱ)から(ｳ)までのいずれにも該当する場合に、承認基準に該当する。 

(ｱ) 開発行為に関連して改修又は整備すべき公共施設等の工事が、特に事情が

ある場合を除き、概ね完了している場合 

(ｲ) 当該開発行為及び建築に伴う災害を発生させることのないよう防災措置

が講じられている場合 

(ｳ) 承認基準の記１から５までのいずれかに該当する場合 
 
⑵ 開発行為完了前における使用の制限 

「都市計画法第 37 条に基づく建築制限解除の承認基準」５に該当する場合は、次の承

認条件により当該建築物の使用を制限する。 

「開発行為に関する工事の検査済証の交付を受けるまでは、建築物を使用しないこと」 
 

【参考】 

建築制限等の解除の承認を受けた者以外の者は、建築物の建築又は特定工作物の

建設の制限を受ける。 
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第２節 建築物の建蔽率等の指定（法第 41条） 

（建築物の建蔽率等の指定） 

法第41条 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為に

ついて開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地

について、建築物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び

設備に関する制限を定めることができる。 

２ 前項の規定により建築物の敷地、構造及び設備に関する制限が定められた土地の区域

内においては、建築物は、これらの制限に違反して建築してはならない。ただし、都道

府県知事が当該区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認め、又は

公益上やむを得ないと認めて許可したときは、この限りでない。 
 
１ 開発許可における建築物に関する制限の指定（法第 41条第１項） 

開発許可において建築物に関する制限が指定された事例には次のものがあり、その開発登

録簿は建築指導課にて閲覧できる。 

・ 旧法第 34条第十号イ（開発審査会の議を経た大規模開発行為） 

・ 旧法第 34 条第十号ロ：旧開発審査会付議基準第 13 項（既存宅地における住宅地開

発） 

 

２ 開発許可において建築物に関する制限が指定された土地における制限（法第 41条第２項） 

当該土地の区域内に建築物を建築しようとする全ての者が制限を受ける。 

 

３ 建築面積の割合等の特例許可申請（法第 41条第２項ただし書） 

（建築面積の割合等の特例許可申請） 

細則第４条 法第41条第２項ただし書の許可を受けようとする者は、建築面積の割合等

の特例許可申請書（別記第10号様式）を知事に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 

⑴ 付近見取図 

⑵ 配置図 

⑶ 各階平面図 

⑷ 立面図（２面以上） 

⑸ その他知事が必要と認める図書 
 

許可を受けようとする者は、建築面積の割合等の特例許可申請書（細則に定められた様式。

細則に定められた図書を添付のこと。）を土木事務所建築住宅課に提出すること。 

 

４ 開発登録簿への記載 

建築面積の割合等の特例許可がされた際には、その内容が開発登録簿に記載される。 
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５ 建築基準法に基づく建蔽率及び容積率の指定 

用途地域の指定のない区域（京都市の区域を除く。）において建築基準法に基づき指定さ

れた建蔽率及び容積率の数値は次の表のとおり。 

都市計画区域名 区域 建蔽率 容積率 

京都都市計画区域 

・向日市（市街化調整区域。次項の区域を除く。） 

・長岡京市（市街化調整区域） 
・大山崎町（市街化調整区域） 

60％ 200％ 

・向日市（市街化調整区域。次の区域に限る。森
本東部地区地区計画の区域、阪急洛西口駅東地
区地区計画の区域） 

70％ 400％ 

宇治都市計画区域 

・宇治市（市街化調整区域） 

・城陽市（市街化調整区域） 

・久御山町（市街化調整区域） 

・井手町（市街化調整区域） 

60％ 200％ 

宇治田原都市計画区域 
・宇治田原町（非線引き都市計画区域。用途地域

の指定された区域を除く。） 

綴喜都市計画区域 
・八幡市（市街化調整区域） 

・京田辺市（市街化調整区域） 

相楽都市計画区域 
・木津川市（市街化調整区域） 

・精華町（市街化調整区域） 

丹波都市計画区域 ・京丹波町（非線引き都市計画区域） 

福知山都市計画区域 ・福知山市（市街化調整区域） 

大江都市計画区域 ・福知山市（非線引き都市計画区域） 

綾部都市計画区域 
・綾部市（非線引き都市計画区域。用途地域の指

定された区域を除く。） 

舞鶴都市計画区域 ・舞鶴市（市街化調整区域） 

京丹後都市計画区域 ・京丹後市（非線引き都市計画区域） 

南丹都市計画区域 

・南丹市（市街化調整区域） 
・亀岡市（市街化調整区域。次項の区域を除く。）  

60％ 200％ 

・亀岡市（市街化調整区域。法第34条第二号の対
象区域「湯の花温泉地区」に限る。） 

70％ 400％ 

宮津都市計画区域 

・宮津市（非線引き都市計画区域。用途地域の指
定された区域及び次項の区域を除く。） 

60％ 200％ 

・宮津市（非線引き都市計画区域。次の区域に限

る。字田原、字大島、字岩ヶ鼻、字長

江、字里波見、字杉末、字須津、字田

井、字矢原、字獅子、字島陰、字銀丘、

字小田宿野、字中津、字上司、字小寺、

字中村、字脇、字由良、字石浦） 

・与謝野町（非線引き都市計画区域。次の区域に
限る。字男山、字岩滝、字弓木） 

70％ 200％ 
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第３節 開発許可を受けた土地における建築等の制限（法第 42条） 

 

１ 予定建築物等以外の建築等の制限 

（開発許可を受けた土地における建築等の制限） 

法第42条 何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第36条第３項の公告があ

つた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、

又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許

可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。ただし、都道府県知事が当該

開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の

保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物及び第一種特定工作物で建築基

準法第88条第２項の政令で指定する工作物に該当するものにあつては、当該開発区域

内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない。 
 
⑴ 目的 

開発許可においては、予定建築物等（法第 30 条第１項第二号により、「開発区域内に

おいて予定される建築物又は特定工作物」をいう。）の用途等その他種々の条件が勘案さ

れて道路、公園、排水施設の規模等が決定される。また、市街化調整区域においては、法

第 34 条の規定により、一定の用途以外の予定建築物等の建築、用途の変更又は建設を目

的とする開発行為は許可されない。これら制度による規制の効果を担保することを目的と

している。 

 

⑵ 適用対象 

ア 開発許可を受けた土地において法第 36 条第３項の規定による完了公告以後は、次の

いずれか（法第 42条第１項ただし書に該当するものを除く。）が制限される。 

・ 予定建築物等以外の建築物の新築 

・ 予定建築物等以外の特定工作物の新設 

・ 建築物を改築して予定建築物等以外の建築物とすること 

・ 建築物の用途を変更して予定建築物等以外の建築物とすること 

この節において、上記を「予定建築物等以外の建築等」という。 
 

イ 用途地域等（法第 33 条第１項第一号イより、「用途地域、特別用途地区、特定用途

制限地域、特定用途誘導地区、流通業務地区又は港湾法第 39条第１項の分区」をいう。）

が定められた土地以外の土地が対象となる。 
 

ウ 本条による制限は、開発許可を受けた者に限らず、当該開発区域において予定建築物

等以外の建築等を行おうとする全ての者に適用される。 
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２ 予定建築物等以外の建築等に該当しないもの（法第 42条第１項本文） 

（開発許可を受けた土地における建築等の制限） 

法第42条 何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第36条第３項の公告があ

つた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、

又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許

可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。（以下、略。） 
 
⑴ 建築等許可を要さずに行うことができる新築 

仮設建築物の新築は、予定建築物以外の新築に該当しないものとし、法第 29 条第１項

第十一号（第２章第３節 11⑴参照）の取扱いと同様とする。 

なお、一定の要件を満たす選挙事務所を仮設建築物として一時的に建築する場合が含ま

れる。 

 

⑵ 建築等許可を要さずに行うことができる改築、増築又は用途の変更 

予定建築物等以外の建築等に該当しないため、建築等許可を要さずに行うことができる

改築、増築又は用途の変更について、「都市計画法第 42 条の建築等の制限における予定

建築物の取扱いについて」に定めている。 
 

都市計画法第42条の建築等の制限における予定建築物の取扱いについて 

 

１ 趣旨 

都市計画法（昭和43年法律第100号。以下「法」という。）第29条第１項又は第２

項に基づく開発許可を受けた敷地において、建築物の改築、増築及び用途変更を行

う場合の法第42条による建築許可が不要となる取扱いを定める。 

２ 定義 

法第42条第１項ただし書の許可が不要となる予定建築物の変更とは、次のいずれ

にも該当しない場合とする。 
 

(1) 予定建築物に変更がある場合 

(ｲ) 用途変更の内容が用途分類(ﾛ)欄による同一区分内でないとき 

(ﾛ) 用途変更の内容が用途分類(ﾛ)欄による同一区分内であって、開発審査会付議

基準第14項第３号（相当期間適正に利用された建築物のやむを得ない事情によ

る適格性の解除として行う用途の変更）に該当するとき 

(ﾊ) 「都市計画法第43条第１項の建築等の制限における増改築の取扱いについて

」（以下「法第43条取扱い」という。）において、新築とみなされる規模の変

更を伴う改築又は増築（改築及び増築の定義は、法第43条取扱いに同じ。以下

同じ。）を行うとき 

(ﾆ) 許可を受けた開発行為が完了した日から５年以内に改築又は増築を行うとき 
 

(2) 大規模な改築又は増築に伴って、道路等公共施設の変更が行われる場合 

 

建築物の用途分類 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

区 分 例 示 

(ｲ) (ﾛ) (ﾊ) 

住宅 住宅(A) 一戸建専用住宅、第一種低層住居専用地域内に建
築することができる兼用住宅（建築基準法施行令
第130条の３） 

住宅(B) 共同住宅、寄宿舎、寮、長屋、住宅(B)から住宅(A)  

兼用住宅 第一種低層住居専用地域内に建築することができ
る兼用住宅を除く兼用住宅、兼用住宅から住宅(A)  

住宅(C) 農林漁業従事者住宅、農家民宿（客室面積33㎡未満） 
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公共公益施設 教育支援施設 図書館、博物館、公民館、職業訓練施設（都市計

画法施行令第21条に定める建築物） 

学校施設(A) 幼稚園、保育所、認定こども園、小学校、中学校
、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別

支援学校 

学校施設(B) 大学、高等専門学校、専修学校、各種学校 

医療施設 病院、診療所（有床） 

社会福祉施設(A) 通所系施設 

社会福祉施設(B) 入所系施設 

宗教施設 神社、寺院、教会 

交通施設 鉄道施設、自動車ターミナル、港湾施設（都市計

画法施行令第21条に定める建築物） 

公益事業施設 電気事業、通信事業、ガス事業、水道事業施設（

都市計画法施行令第21条に定める建築物） 

商業施設等※ 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

日用品店舗 

（販売・修理・

加工・サービス） 

第一種低層住居専用地域に建築することができる

兼用住宅（建築基準法施行令第130条の３）に掲
げる用途の店舗、日用品店舗から住宅(A) 

生活関連施設 

 

公衆浴場（特殊浴場除く）、診療所（無床、歯科
等）、郵便局、地域集会所 

物品販売店舗 百貨店、総合スーパー、展示場 

一般飲食店 食堂、レストラン、そば・うどん、すし、喫茶店 

事務所 事務所 

遊戯施設 マージャン、パチンコ、ゲームセンター、カラオ
ケボックス 

娯楽施設 劇場、映画館、観覧場、集会場 

遊興飲食店 

 

料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ、酒場、
ビアホール 

遊興施設 特殊浴場（個室付浴場、サウナ等） 

宿泊施設 ホテル、旅館、簡易宿泊、リゾートクラブ 

倉庫 倉庫、作業場（原動機を使用する作業場床面積

が50㎡以下） 

運動施設 競技場、水泳場、スケート場、ボーリング場、体
育館 

観光施設 展望台、休憩所、遊園地 

研究所 学術・開発研究を行う施設 

駐車場、車庫  

農林漁業施設 
 

農林漁業施設(A) 都市計画法施行令第20条に定める建築物 

農林漁業施設(B) 農林漁業施設(A)以外の施設 

工業施設 工場(A)※ 準工業地域内で建築できる工場、自動車修理工場
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、作業場（原動機を使用する作業場床面積が50㎡

超える） 

工場(B) 工場(A)以外の工場、工場(B)から工場(A) 

危険物貯蔵処理
施設(A) 

準工業地域内で建築できる施設、危険物貯蔵処理
施設(A)から工場(A) 

危険物貯蔵処理

施設(B) 

危険物貯蔵処理施設(A)以外の施設、危険物貯蔵

処理施設(B)から危険物貯蔵処理施設(A)、工場(A
)及び工場(B) 

特殊都市施設 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

卸売市場 都市計画法施行令第21条に定める建築物 

と畜場  〃 

汚物処理場  〃 

ごみ焼却場  〃 

火葬場  

産業廃棄物処理

施設 

 

※ 商業施設等、工場(A)については、自己用住宅が付属するもの（住宅部分の床面
積が1/2未満であること。）を含む。 

 
 

 
ア 開発許可を受けた敷地 

開発許可を受けた開発区域内の敷地毎に、予定建築物等以外の建築等が行われるか

否かを判断する。 

 

イ 用途の変更 

(ｱ) 建築物の用途分類 

「都市計画法第 42 条の建築等の制限における予定建築物の取扱いについて」に

おいて、用途の変更に該当するか否かは、建築物の用途分類の(ﾊ)欄に例示する用

途同士の変更か否かで判断する。 
 

○（用途の変更に該当しないものの例） 

・ 共同住宅 → 長屋 （住宅(B)同士） 

・ 寄宿舎  → 一戸建専用住宅 （住宅(B)の例示：住宅(B)から住宅(A)） 

・ 保育所  → 高等学校 （学校施設(A)同士） 

・ 食堂   → 喫茶店 （一般飲食店同士） 
 

×（用途の変更に該当するものの例） 

・ 一戸建専用住宅 → 共同住宅 （住宅(A)から住宅(B)） 

・ 高等学校    → 大学 （学校施設(A)から学校施設(B)） 

・ 総合スーパー  → レストラン （物品販売店舗から一般飲食店） 
 

(ｲ) 用途の判断 

建築基準法の用途規制等を参考とする。 

業種・業態によっては、日本標準産業分類も併せて参考とする。 
 

(ｳ) 複数の用途の取扱い 

建築物に複数の用途があるときは、用途変更を行う部分の用途について、用途分

類表の区分(ﾛ)に従う。   
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○（用途の変更に該当しないものの例） 

・ 日用品販売店舗  → 日用品修理店舗兼用住宅 
 

×（用途の変更に該当するものの例） 

・ 店舗兼用住宅   → 作業場兼用住宅 

・ 店舗付き共同住宅 → 事務所付き簡易宿泊所 

 

ウ 開発審査会付議基準第 14項第３号に定める用途変更を行う場合 

「都市計画法第 42 条の建築等の制限における予定建築物の取扱いについて」の２

の①の(ﾛ)における、開発審査会付議基準第 14項第３号の用途の変更に該当し、許可

が必要となる場合は、次のとおり。 
 

(ｱ) 適格性の解除として行う用途変更 

当該建築物が当初に建築された際に認められた適格要件（許可・許可不要の要件）

を解除して適格性のない建築物とすること。適格性を構成する建築物の属性は、「使

用の主体」と「使用の用途」の２つに分けられる。 

ａ 使用の主体 

「使用の主体」とは、許可・許可不要の判断において当該建築物の使用を特に

認められた主体をいう。 

建築後も使用の主体の適格性が存続しているものは、次のとおり。 

・ 農林漁業に従事している者(法第 29 条第１項第二号、令第 20 条。許可不要)  

・ 世帯分離住宅の建築が認められた者(付議基準第１項、第２項) 

・ 収用移転による建築が認められた者(付議基準第３項) 

・ 助成を受けて高度化融資適用事業を行う中小企業事業者(法第 34条第六号) 

・ 物流総合効率化法により特定流通業務施設の認定を受けた者（付議基準第

18項） 

ｂ 使用の用途 

「使用の用途」とは、許可・許可不要の判断において特定された建築物の当該

用途をいい、建築基準法の用途地域等の「用途」や、法第 42条及び法第 43条の

建築等の制限の取扱いにおける建築物の用途分類表の区分(ﾛ)よりも狭義である。 

建築後も使用の用途の適格性が存続しているものは、次のとおり。 

・ 生活関連施設（法第 34条第一号） 

・ 農林水産物の処理、貯蔵、加工施設（法第 34条第四号） 

・ 特定農山村地域における農林業等の活性化基盤施設（法第 34条第五号） 

・ 沿道サービス施設（法第 34条第九号） 

・ 研究施設（付議基準第５項） 

・ 事業所に従事する者の住宅、寄宿舎等（付議基準第６項） 

・ 農産物直売所（付議基準第 19項） 

・ 地元農産物等を原材料とする製造施設（付議基準第 20項） 

・ その他やむを得ないもの(付議基準第 22 項)で、使用の用途が特定されて

いるもの 

 

エ 注意事項 

・ 法第 34 条第十三号の届出により開発許可を受けて適正に利用された建築物は、

自己用として利用される場合は、用途変更が生じていないものとする（居住者が代

わること、新しい居住者が増改築することは可能）。 

・ 世帯分離住宅（付議基準第１項、第２項）及び収用移転による住宅（付議基準第

３項）において、許可を受けた者の相続人への相続は、許可を受けた者の権利が相

続人へ引き継がれるため、使用の主体の用途変更には該当しない。 

・ 既存建築物を次の(ｱ)及び(ｲ)の要件を満たす選挙事務所として選挙期間中（一般
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的な準備及び後片付け期間を含む。）のみ一時的に使用する場合は、用途変更に該

当しないものとする。 

(ｱ) 当該選挙事務所を使用して選挙活動を行う立候補者及び活動対象とする選挙

が特定できること。 

(ｲ) 選挙の終了後は速やかに当該選挙事務所を撤収すること。 

 

オ 許可を受けた建築物の増改築 

開発許可を受けた建築物は、規模に制限を受けているので、開発許可に係る検査済

証の交付の日から５年以内の増改築は許可が必要な「新築」とする。 

また、法第 42 条第１項ただし書の規定による予定建築物等以外の建築等の許可を

受けた建築物も、規模に制限を受けているので、許可を受けてから５年以内の増改築

は許可が必要な「新築」とする。 
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３ 予定建築物等以外の建築等の許可（法第 42条第１項ただし書） 

（開発許可を受けた土地における建築等の制限） 

法第42条 何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第36条第３項の公告があ

つた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、

又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許

可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。ただし、都道府県知事が当該

開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の

保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物及び第一種特定工作物で建築基

準法第88条第２項の政令で指定する工作物に該当するものにあつては、当該開発区域

内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない。 
 

予定建築物等以外の建築等に該当する場合であっても、知事の許可を受けることにより予

定建築物等以外の建築等が認められる。 
 

⑴ 予定建築物等以外の建築等許可の申請 

（予定建築物等以外の建築等許可申請） 

細則第５条 法第42条第１項ただし書の許可を受けようとする者は、予定建築物等

以外の建築等許可申請書（別記第11号様式）を知事に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 

⑴ 付近見取図 

⑵ 用途別現況図 

⑶ その他知事が必要と認める図書 
 

許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築等許可申請書（細則に定めら

れた様式。細則に定められた図書を添付のこと。）を土木事務所建築住宅課に提出す

ること。 

【注意事項】 

・ 知事権限により開発許可された開発区域内であっても許可対象面積によって

は、土木事務所長権限で許可する場合がある。 

・ 許可対象面積は、予定建築物等以外の建築等を行う当該敷地単位とする。 

・ 開発許可を受けて造成された団地で、１つの敷地の予定建築物を住宅から店

舗に変更する場合は、店舗用地に変更する当該敷地のみを許可対象面積とする

（非線引き都市計画区域で当該敷地の面積が１ha 未満であれば、許可は土木

事務所長が行う。）。 

・ 予定建築物等の変更を行わない敷地は許可対象面積としない。 

・ 既存敷地を分割し２以上の建築物を計画する場合は、１の敷地に予定建築物

の変更がない場合は当該敷地は敷地の縮小と取扱うため許可が不要であり、そ

の他の敷地は新たな予定建築物が生じると取扱うため許可が必要である。 

 

⑵ 許可の基準 
 

ア 市街化調整区域の場合 

次のいずれかに該当すること。 

・ 法第 29条第１項第二号又は第三号に規定する建築物である場合 

・ 法第 43条第１項第一号から第三号まで又は第五号に該当する場合 

・ 法第 34条第一号から第十二号までに規定する建築物で、その用途と法第 33条

第１項第二号、第三号及び第四号に規定する基準を勘案して支障がないと認めら

れる場合（当該区域に法第 41 条第１項の制限が定められている場合は、その制

限への適合を含む。） 

・ 令第 36 条第１項第三号ホに該当し、かつ、京都府開発審査会付議基準に適合

し、その建築物の用途と法第 33 条第１項第二号、第三号及び第四号に規定する



都市計画法開発許可申請の実務(Ｖer.4.0) 

９章 - 12 

基準を勘案して支障がないと認められる場合（当該区域に法第 41 条第１項の制

限が定められている場合は、その制限への適合を含む。） 
 

イ 非線引き都市計画区域（用途地域が定められている区域を除く。）の場合 

次のいずれかに該当すること。 

・ 法第 29条第１項第二号又は第三号に規定する建築物である場合 

・ 建築物の用途と法第 33 条第１項第二号、第三号及び第四号に規定する基準を

勘案して支障がないと認められる場合（当該区域に法第 41 条第１項の制限が定

められている場合は、その制限への適合を含む。） 
 

ウ 都市計画区域外の場合 

次のいずれかに該当すること。 

・ 法第 29条第２項第一号又は第二号に規定する建築物である場合 

・ 建築物の用途と法第 33 条第１項第二号、第三号及び第四号に規定する基準を

勘案して支障がないと認められる場合（当該区域に法第 41 条第１項の制限が定

められている場合は、その制限への適合を含む。） 

 

⑶ 開発登録簿への記載 

予定建築物等以外の建築物等の建築等が許可された際には、その内容が開発登録簿に

記載される。 
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４ 国又は都道府県等が行う建築等の特例（法第 42条第２項） 

（開発許可を受けた土地における建築等の制限） 

法第42条 何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第36条第３項の公告があ

つた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、

又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許

可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。ただし、都道府県知事が当該

開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の

保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物及び第一種特定工作物で建築基

準法第88条第２項の政令で指定する工作物に該当するものにあつては、当該開発区域

内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない。 

２ 国又は都道府県等が行う行為については、当該国の機関又は都道府県等と都道府県

知事との協議が成立することをもつて、前項ただし書の規定による許可があつたもの

とみなす。 
 

国又は都道府県等が行う予定建築物等以外の建築等（許可を要しないものを除く。）につ

いては、知事（許可権者）との協議が成立することで、許可があったものとみなされる。 

 

⑴ 国又は都道府県等 
 

ア 都道府県等（法第 34条の２） 

・ 都道府県 

・ 指定都市、中核市 

・ 事務処理市町村 

・ 都道府県、指定都市等若しくは事務処理市町村がその組織に加わっている一部事務

組合、広域連合若しくは港務局 
 

イ 個別法の規定により国又は都道府県等とみなされる者 

（例） 

・ 国立大学法人及び大学共同利用機関法人（国立大学法人法施行令第 25 条第１項第

二十三号） 

・ 独立行政法人空港周辺整備機構（公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害

の防止等に関する法律施行令第 15条第１項第二号） 

・ 独立行政法人国立高等専門学校機構（独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令

第２条第１項第十一号） 

・ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（独立行政法人鉄道建設・運輸施設

整備支援機構法施行令第 28条第１項第十一号） 

・ 独立行政法人都市再生機構（独立行政法人都市再生機構法施行令第 34 条第１項第

九号） 

・ 国立研究開発法人森林研究・整備機構（国立研究開発法人森林研究・整備機構が行

う特例業務に関する政令第 15条第１項第四号） 

・ 地方住宅供給公社（地方住宅供給公社法施行令第２条第１項第七号） 

・ 日本下水道事業団（日本下水道事業団法施行令第７条第１項第七号） 

 

⑵ 協議成立の要件 

３⑴の許可の基準に適合すること。 

 

⑶ 協議書の提出 

協議をしようとする者は、協議書（許可申請書に準じたもの。）を土木事務所建築住宅

課に提出すること。 


